
地域包括支援センターだより
大崎町

【お問い合わせ先】　大崎町地域包括支援センター　☎099-471-7828　FAX099-471-7928　役場保健福祉課６番窓口

暮らしのコンシェルジュ

認知症高齢者を地域で支えましょう！！
　認知症行方不明者の届け出状況は、全国で2年連続
1万人を超えています。大切な人を地域で見守ること
で行方不明を未然に防ぎ、万一、行方不明になって
も一刻も早く無事に発見することができるよう備え
る必要があります。その手段の一つとして『行方不
明者情報提供票』を作成しています。
　行方不明の可能性がある場合は地域包括支援セン
ターまでご相談下さい。

◆ 記入すること 
　氏名、生年月日、性別、住所、生活歴、特徴（身
長、体重、仕草や言動の特徴など）、写真（顔と全身）、
着衣等、所持金、行方不明になる前の様子、発見
時の連絡先

◆ 最近の写真を準備しましょう 
　写真が古ければ、現在の容姿と異なるため捜索
しづらいです。半年に1回は写真を撮りましょう。
顔と全身の写真を撮影することがポイントです。

◆ 早急な対応が必要となります 
　これまでに行方不明になったことがある、行方
不明になる恐れがある方は行方不明者情報提供票
を準備しておきましょう。公開の範囲はご本人・
ご家族に決めて頂きます。

　当センターは、高齢者の暮らしについて様々な相談や要望に応える「よろず相談窓口」です。暮らしの
コンシェルジュに、多く寄せられるご相談と対応を紹介します。

　⃝相談内容…ちょっとした段差で躓くことが増えました。転んで骨折するのではないかと心配です。

　⃝対応とご提案…転倒予防に向けた支援が必要です。

　　①�転倒なく過ごせる環境を整える必要があります。移動の際は杖や歩行器を使用しましょう。介護認
定があれば歩行器などの福祉用具レンタル、手すり設置や段差解消などの住宅改修を利用できます。

　　②�躓くからといって運動の機会が減少すると、さらに下肢筋力が低下し転倒・骨折を起こす悪循環と
なります。体調に合わせて毎日散歩や体操の時間を持ちましょう。「どのような体操をすれば良い
か分からない」「1人では体操する気になれない」といった場合は体操教室をご紹介します。専門的
なサービスが必要な場合は介護認定を申請して通所リハビリや通所介護を利用できます。
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